






























２０２０年度法科大学院入学試験【前期日程】法律科目試験 出題の趣旨 

 
 
憲法 

問題１ 

本問の主要な論点は、市が町内会に対し市有地を無償で神社施設の敷地としての利用

に供している行為が憲法 89 条、20 条 1 項後段に違反するか否かである。この点に関す

る判例としては、空知太神社事件判決（最大判 H22・1・20 民集 64・1・1）がある。本

問の事案においてどのような判断枠組みを用いるべきかも重要な論点となりうる。 

問題２ 

 本問は、2005 年に小泉内閣の下で行われた郵政解散に係る憲法上の論点を問うもの

である。この点については、賛否いずれの結論を採るにせよ、内閣による衆議院の解散

がいかなる場合に認められるのかについて、学説においてどのような議論が展開されて

いるのかを理解して論じることができていれば、解答としては十分であろう。  

 

 

行政法 

 本問題は、大阪サテライト訴訟最高裁判決を素材に、本件施設の設置許可が為される

ことを事前に回避するために提起すべき訴訟類型についての理解を問い（問１）併せて、

抗告訴訟の提起にあたって要求される「法律上の利益」について、その理解を問う（問

２）ものである。なお、解答にあたっては、単に最高裁判決の結論を答えるのではなく、

提示された関連法令を正確に読み込み、それに依拠しながら X１～X４に原告適格が認

められるかを論述する力を判断することを目的としている。 

 

 

 

民法 

 問１は、抵当権侵害を理由とする損害賠償請求に関する基礎的理解を問う問題である。

殊に抵当権者の、抵当不動産所有者が取得する損害賠償債権に対する物上代位権と、抵

当権侵害を理由として不法行為者に対して取得する損害賠償請求権の関係如何が問題

となる。 

 問２（１）は、借地上の建物の賃貸人の賃料不払を理由とする借地契約の解除が、建

物賃借人の地位に及ぼす影響について問う問題である。賃貸借の債務不履行を理由とす

る解除の転借人への対抗の可否を論じた最判昭和３７・３・２９民集１６巻３号６６２

頁等に関する議論が、検討の際の参考となる。問２（２）は、建物賃借人 A が賃貸人（＝

敷地の賃借人）B の意思に反してする敷地の賃料債務の弁済の可否のほか、この第三者

弁済により A の B に対する求償利得が問題となる場面において、B が、債権者に対して

することのできた相殺の抗弁を、A に対抗できるか否かを問う問題である。 



 

 

商法 

問１ 

最高裁判例によれば、取締役を辞任した者が会社の代表者に対して、辞任登記をし

ないで不実の登記を残存させることについて明示的に承諾を与えていたなどの特段

の事情があるならば、会社法 908 条 2 項の類推適用により、辞任した取締役は善意の

第三者に対して、取締役でないことをもって対抗することができない結果、会社法 429

条 1 項の責任を負いうるとされるが、これを踏まえて論じることが求められる。 

問２ 

 公開会社について、株主割当て以外の方法で特に有利な払込金額で募集株式の発行

をする場合は、希釈化による経済的損失を既存株主に与えることになるため、取締役

会限りで募集事項を決定することができず、株主総会の特別決議で募集事項を決定し

なければならない（会社法 199 条 2 項・201 条 1 項・309 条 2 項 5 号）。取締役は、そ

の株主総会において当該募集株式発行の理由を説明しなければならない（会社法 199

条 3 項）。これらについて説明することが求められる。 

 

 

民事訴訟法 

 問１は、遺言無効確認の訴えの確認の利益についての理解を問うものである。遺言

無効確認の訴えの確認の利益に関して、判例は、遺言者の死亡後（遺言の効力の発生

後）の事案についてはこれを肯定しており、遺言者の生存中（遺言の効力の発生前）

の事案については、今のところ例外なくこれを否定している。これらの判例の理由付

けを踏まえながら、遺言者の生存中の事案に関して、問題文記載の事情の下において

も確認の利益を認める余地がないのかについて、確認の利益についての基本的な理解

に立ち返って論述することが求められていた。 

問２は、訴えの提起の際の当事者（被告）の特定についての理解を問うものである。

（１）では、本件訴えの訴状のような記載によっても被告の特定がなされているといえ

るかが問題となることについて、被告の特定が必要となる理由を踏まえて論述すること

が求められていた。また、（２）では、本件のように被告の特定について困難な事情が

ある中で、原告が被告の特定について一定の努力をしている場合に関して、直ちに訴状

却下命令をすることなく手続を進行させる余地がないのかについて、民事訴訟法上の情

報収集制度の利用可能性などを踏まえて論述することが求められていた。 

 

  



 

刑法 

問題１ 

 本問は、主として刑法総論の重要論点のひとつである「早すぎた構成要件の実現（早

すぎた結果の発生）」について論じるべき問題であった。「早すぎた構成要件の実現」

とは、行為者が第一行為の後に行う第二行為で結果を発生させようと思っていたとこ

ろ、第一行為によってすでに結果が発生してしまった場合をいう。具体的にいえば、本

問での第一行為は睡眠薬をコーヒーに投入して、B に嚥下させる行為であり、第二行為

は屋上から B を路上に投げ落とす行為である。 

 答案を書く際には、まず客観的構成要件の段階で、①第一行為が殺人罪の実行行為と

評価できるかを検討しなければならない。その際には、殺人罪の実行行為が人の死を惹

起する危険性のある行為であることを示し、危険性の判断の際には客観面のみならず、

主観面、特に故意のみならず計画も判断材料として重視されることを示す必要があった。

また、犯行計画をどのように加味して危険性を判断するかについては、最決平成 16 年

3 月 22 日刑集 58 巻 3 号 187 頁（いわゆるクロロフォルム事件）が示した基準を用いる

必要があった。本問では、第一行為に実行の着手を認めることができた事案であろう。

また、②死の結果が発生していることを明記し、③①で示した実行行為と結果との間に

因果関係があることを論じなければならなかった。本問では、実行行為から結果が発生

するまでの間に、X の過失行為が介在しているため、③については多少丁寧に論じる必

要があった。その後主観的構成要件の問題として、④故意を認定する必要があったが、

本問では特に X の認識していたものと異なる因果経過をたどって B の死の結果が発生

したため、因果関係の錯誤について触れなければならなかった。 

問題２ 

本問は、いわゆる「振り込め詐欺」に伴って生じる、主として財産犯の成否の問題に

ついて検討することを求めるものである。問１では、まず虚偽を述べて相手に金銭を振

り込ませる行為自体については、詐欺罪の成立要件を丁寧に当てはめていけばよいが、

その際、１項詐欺か２項詐欺か、既遂時期はどの時点であるかを明確にすべきである。

また、振り込まれた金銭を口座から引き出す行為については、当該金銭の「占有」が誰

にあるかを明らかにして、その占有移転について窃盗罪等の成否を論じることになる。

問２では、凍結措置が講じられた口座から現金を引き出そうとする行為について、問１

での理解を前提として、未遂犯あるいは不能犯の成否について検討することになる。全

体を通じて、ＸとＹの共犯関係も問題となるが、Ｘの犯罪が既遂に達した後に、Ｙが関

与していることから、承継的共犯とはならないことに留意が必要である。 

 

 

刑事訴訟法 

 本問は、いわゆる GPS 捜査の適法性を検討させるものである。 

 問題文は比較的長めであるが、問われている内容はごく単純である。すなわち、刑事



訴訟法１９７条１項ただし書の「強制の処分」を適確に解釈し（ただし、強制処分該当

性を否定したときには、いわゆる「捜査比例の原則」に関する論述も必要になる。）、そ

れに従って必要な事実関係を抽出して具体的な評価を加えるという手順を踏めば、容易

に結論を導くことができる。 

 近時の最高裁判例を意識する視点を設定することが望ましいが、仮に、その設定がで

きなかったとしても、典型的な問題として十分な解答が可能であることから、基本的な

条文解釈及び事案処理能力の素養を確認する趣旨で出題した次第である。 
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